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別紙第２

勧 告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律

第95号）を改正することを勧告する。

１ 改定の内容

55歳（人事院規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事院規則

で定めるもの）を超える職員（専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員で

その職務の級が２級又は３級であるものを除く。）の昇給について、一般職

の職員の給与に関する法律第８条第５項前段に規定する期間におけるその者

の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合

に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて

人事院規則で定める基準に従い決定するものとすること。

２ 改定の実施時期

この改定は、平成25年１月１日から実施すること。


